
住所変更手続きチェックリスト

１．市役所で書き換える公簿（申請または届出不要）

２．組合が法務局に申請し書き換える公簿（申請不要）

３．ご自身で市役所へ届出し、書き換える公簿等

□

□

□

□

□

□

□

４．ご自身で関係機関へ届出し、書き換える公簿等

□

□

□

□

□

□

□

□

５．免許証・車検証・登記関係

□

□

□

□

□

６．ライフライン・預貯金通帳など

７．住所変更お知らせはがきについて

日本郵便株式会社上尾郵便局より提供されたはがきを１世帯あたり５枚郵送予定です。

８．住所変更証明書・本籍変更証明書

住所変更証明書(市街地整備課)　…　1世帯あたり3部、市街地整備課より郵送します。追加発行は担当課にて行います。

本籍変更証明書(市民課）　　　 …　対象者に1部、市民課より郵送します。追加発行は担当課にて行います。

自動車車検証、印鑑、住所変更証
明書が必要です。

住所変更後
必要に応じて

市民課

障害福祉課

在留カード

身体障害者手帳

届出先 届出期間

住所変更後
更新時でも可

保険年金課・支所・出張所にあります届出はがきにて
大宮年金事務所へ提出してください。

□

社会保険

健康保険組合

電気・電話・ガス・テレビなど

届出先

東京電力・電話会社
ガス会社・デレビ会社など

項目

運転免許センター又は
最寄りの警察署

厚生年金

共済組合保険

住所変更後
必要に応じて

保留地の所有権移転登記 保留地を購入した方には区画整理組合より別途ご通知いたします。

原則、住所変更日以後
本店所在地は2週間以内、支店所在地は3週間以内

届出期間

□ 土地・建物登記簿の所有者住所変更

登記している法務局

不動産の所管する法務局

住所変更後
すみやかに

契約先にお問い合わせください。

契約先にお問い合わせください。

備考

住所変更後
すみやかに

☎775-5127

申請書・住所変更証明書が必要で
す。

☎775-5120

備考

運転免許証、住所変更証明書
本籍変更証明書が必要です。

□ 預貯金通帳・生命保険・損害保険・株式など
銀行・保険会社
証券会社など

☎775-5121

☎775-5161

☎773-8521

項目

土地・建物登記簿

項目

□

主な項目

介護保険

住所変更後
すみやかに

(国民健康保険)

(年金)

☎775-5136

☎775-5137

☎775-5125

☎775-5128

住民基本台帳カード(顔写真付きのもの）

各共済組合へお問い合わせてください。

連絡先

こども医療費受給資格、児童扶養手当、
ひとり親家庭等医療費受給、児童手当、

保育園入所者

法人登記簿（会社を除く）

普通自動車・自動二輪車

軽自動車

関東運輸局埼玉運輸支局

埼玉県軽自動車協会

商業登記簿（会社関係）

健康保険・年金関係

厚生年金

住所変更後
すみやかに

共済組合受給者共済組合保険□

療育手帳

精神保健福祉手帳

自立支援医療(精神通院)受給者証

水道

図書館

児童福祉関係

- 自動車車検証

自動車運転免許証

お持ちの方

対象

書換える内容

土地登記簿の表題部（所在・地番・地目・地積）

住民・本籍関係

勤務先

届出先

受給者 日本年金機構

対象項目

共済年金

国民年金（第3号被保険者）

国民年金

上下水道部業務課

加入者

図書館

子ども支援課

担当

勤務先へお問い合わせください。

備考

建物登記簿の表題部（所在・家屋番号）

主なもの 届出先

担当

(高齢者医療)

高齢介護課

保育課

市民課

保険年金課

連絡先

☎776-6100

備考

区画整理組合

☎775-5128

☎775-5122

特別永住者証明書

連絡先

届出期間

住所変更後
すみやかに

主なもの

給水台帳

図書カード

国民健康保険
国民年金(第1号被保険者)
後期高齢者医療保険

住民票、戸籍簿(戸籍謄本・附票)、印鑑登録証明書

介護保険
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